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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記の成分の混合物を含む機能液組成物：
　（ａ）主要量の潤滑粘度の油、および
　（ｂ）機能液組成物に対して０．１５質量％乃至４．０質量％の量の、下記式で表わさ
れる一種以上の油溶性アルキルトルエンスルホネート塩：

【化１】

［式中、Ｒ1は金属スルホネート基であり、そしてＲ2は、単一の異性化された線状オレフ
ィン、あるいは異性化された線状オレフィンの混合物、ただしその５％乃至８０％が分枝
している、から誘導されたアルキル基である］。
【請求項２】
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　一種以上のアルキルトルエンスルホネート塩が、アルカリ金属塩およびアルカリ土類金
属塩から選ばれる請求項１に記載の機能液組成物。
【請求項３】
　一種以上のアルキルトルエンスルホネート塩がアルカリ土類金属塩である請求項２に記
載の機能液組成物。
【請求項４】
　一種以上のアルキルトルエンスルホネート塩がカルシウム塩である請求項３に記載の機
能液組成物。
【請求項５】
　一種以上のアルキルトルエンスルホネート塩が過塩基性塩である請求項１に記載の機能
液組成物。
【請求項６】
　一種以上のアルキルトルエンスルホネート塩が、二酸化炭素で過塩基化されている請求
項５に記載の機能液組成物。
【請求項７】
　一種以上のアルキルトルエンスルホネート塩の各々の全塩基価が、０乃至４００である
請求項１に記載の機能液組成物。
【請求項８】
　各過塩基性塩の全塩基価が６０乃至４００である請求項５に記載の機能液組成物。
【請求項９】
　各過塩基性塩の全塩基価が２５０乃至３８０である請求項８に記載の機能液組成物。
【請求項１０】
　各過塩基性塩の全塩基価が３００乃至３５０である請求項９に記載の機能液組成物。
【請求項１１】
　一種以上のアルキルトルエンスルホネート塩が、異性化された線状オレフィンをトルエ
ンと反応させることにより合成されたアルキルトルエン前駆体から誘導されたものである
請求項１に記載の機能液組成物。
【請求項１２】
　単一の異性化された線状オレフィンがＣ18～Ｃ30の線状アルファオレフィンである請求
項１に記載の機能液組成物。
【請求項１３】
　異性化された線状オレフィンの混合物のオレフィンが、Ｃ18～Ｃ30の線状アルファオレ
フィンから選ばれる請求項１に記載の機能液組成物。
【請求項１４】
　異性化された線状オレフィンの混合物のうちの０．５％乃至５０％が、アルファオレフ
ィンである請求項１に記載の機能液組成物。
【請求項１５】
　異性化された線状オレフィンの混合物のうちの１．５％乃至３５％が、アルファオレフ
ィンである請求項１４に記載の機能液組成物。
【請求項１６】
　異性化された線状オレフィンの混合物のうちの１０％乃至６０％が分枝している請求項
１に記載の機能液組成物。
【請求項１７】
　一種以上のアルキルトルエンスルホネート塩を０．５質量％乃至３．５質量％含む請求
項１に記載の機能液組成物。
【請求項１８】
　一種以上のアルキルトルエンスルホネート塩を１．５質量％乃至２．５質量％含む請求
項１に記載の機能液組成物。
【請求項１９】
　さらに、次の成分から選ばれる一種以上の添加剤を含む請求項１に記載の機能液組成物
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：（１）酸化防止剤、（２）さび止め添加剤、（３）抗乳化剤、（４）アルキルトルエン
スルホネート以外の摩擦調整添加剤、（５）粘度指数向上剤、（６）多機能添加剤、（７
）分散剤、（８）耐摩耗・極圧剤、（９）流動点降下剤、（１０）消泡剤、（１１）清浄
剤、および（１２）シール調整剤。
【請求項２０】
　塩化物イオンの存在下で摩擦調整能力が実質的に低下することがない請求項１に記載の
機能液組成物。
【請求項２１】
　最大で１０ｐｐｍの塩化物の存在下で摩擦調整能力が実質的に低下することがない請求
項２０に記載の機能液組成物。
【請求項２２】
　最大で５０ｐｐｍの塩化物の存在下で摩擦調整能力が実質的に低下することがない請求
項２１に記載の機能液組成物。
【請求項２３】
　相対的に可動な部分及び継手部分を含む機械内で最適な摩擦特性をもたらし、かつその
ような特性を維持する方法であって、下記の工程を含む方法：
　（ａ）相対的に可動な部分及び継手部分のうちの少なくとも幾つかの表面を、請求項１
に記載の機能液に浸す工程、そして
　（ｂ）上記の機械を機能液の存在下で作動させる工程。
【請求項２４】
　機能液が、トラクタ液、トラクタ作動液、変速機液あるいは油圧作動液である請求項２
３に記載の方法。
【請求項２５】
　機能液がトラクタ作動液である請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　機能液が更に、次の成分から選ばれる一種以上の添加剤を含む請求項２３に記載の方法
：（１）酸化防止剤、（２）抗乳化剤、（３）さび止め添加剤、（４）アルキルトルエン
スルホネートではない摩擦調整添加剤、（５）流動点降下剤、（６）粘度指数向上剤、（
７）消泡剤、（８）多機能添加剤、（９）耐摩耗・極圧剤、（１０）分散剤、（１１）清
浄剤、および（１２）シール調整剤。
【請求項２７】
　下記の成分をブレンドすることを含む機能液組成物の製造方法：
　（ａ）潤滑粘度の油、および
　（ｂ）機能液組成物に対して０．１５質量％乃至４．０質量％の量の、下記式で表わさ
れる一種以上の油溶性アルキルトルエンスルホネート塩：
【化２】

［式中、Ｒ1は金属スルホネート基であり、そしてＲ2は、単一の異性化された線状オレフ
ィン、あるいは異性化された線状オレフィンの混合物、ただしその５％乃至８０％が分枝
している、から誘導されたアルキル基である］。
【請求項２８】
　酸化防止剤、さび止め添加剤、アルキルトルエンスルホネート以外の摩擦調整添加剤、
粘度指数向上剤、抗乳化剤、流動点降下剤、耐摩耗・極圧剤、多機能添加剤、消泡剤、清
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浄剤、シール調整剤および分散剤から選ばれる一種以上の添加剤を、機能液組成物に更に
ブレンドする請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　０．５質量％乃至３．５質量％の一種以上のアルキルトルエンスルホネート塩を、機能
液組成物にブレンドする請求項２７に記載の方法。
【請求項３０】
　１．５質量％乃至２．５質量％の一種以上のアルキルトルエンスルホネート塩を、機能
液組成物にブレンドする請求項２７に記載の方法。
【請求項３１】
　トラクタ液、トラクタ作動液、変速機液あるいは油圧作動液である請求項１に記載の機
能液組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、相対的に可動な部分及び継手部分を含む装置および機械に使用するのに適し
た機能液（機能性流体）組成物に関するものである。特には、本発明は、重機械、特に高
出力トラクタや変速機、油圧機器等に使用するのに適した機能液組成物に関する。また、
本発明は、機能液にそのような好ましい摩擦特性を付与するために使用することができる
新規な改良された摩擦調整添加剤（本明細書では、「摩擦緩和添加剤」あるいは「摩擦緩
和剤」ということがある）の部類に関する。さらに、本発明は、機能液を用いる機械に最
適な摩擦特性を与え、かつ機械内でそのような特性を維持する方法にも関する。さらには
、本発明は、そのような機能液組成物の製造方法にも関する。
【背景技術】
【０００２】
　「機能液」なる用語は、様々な種類の液を包含していて、例えばトラクタ液、自動変速
機液、手動変速機液、油圧作動液、パワー・ステアリング液、パワー・トレーン部分に使
用する液体、並びにその他様々な能力を持つ液体を挙げることができる。これらの液体は
一般に、単に液体を用いる機械を潤滑すること以上の仕事をする。むしろ、これらの液体
は潤滑性以外の、大抵の場合は潤滑性に加えて、一以上の機能をもたらす。追加の機能に
よって、機械はもっと有効に及び／又は効率良く作動することができる。従って、機能液
は、その機能のうちの少なくとも一つは一般に液体に浸された機械部分に潤滑をもたらす
ことに関するが、多機能の液体となる傾向にある。
【０００３】
　機能液の複数の機能および特性は、添加剤によって機能液に付与されている。代表的な
機能液用添加剤としては、例えば粘度指数向上剤、酸化防止剤、腐食／さび防止剤、分散
剤、流動点降下剤、消泡剤、抗乳化剤、耐摩耗性添加剤、シール膨潤剤、および摩擦緩和
剤等を挙げることができる。本発明は、新規な摩擦緩和剤の部類に関する。
【０００４】
　当該分野の熟練者はしばしば、「摩擦緩和添加剤」と「摩擦緩和剤」なる用語を交替で
使用しているが、本発明の目的では摩擦緩和添加剤は、従来の摩擦緩和剤以外の物質を意
味する。むしろ、「摩擦緩和添加剤」なる用語は、液体の摩擦特性を改良し、影響を与え
る何等かの添加剤を意味し、液体に対してその一部となる。参考となる非特許文献１には
、摩擦は「物体が伝動運動で別の物体上を移動するときに出合う抵抗」であると定義され
ている。従来の潤滑油組成物では摩擦緩和剤は、作動中相互に接触するようになる二つの
表面の間の摩擦を単に低減し、それによりこれら面の摩耗を低減するものとして知られて
いる。つまり、二つの表面が互いに密接して移動するにつれて潤滑剤は両表面の間から押
し出される。この過程で潤滑剤中の摩擦緩和剤は、両表面に吸着されるようになり、その
結果両表面の間に保持され、両表面に垂直な分子配向を形成して接触レベルを下げ、そし
て摩擦を少なくする。一方、摩擦緩和添加剤は一般に、機能液中で摩擦を低減すること以
上の仕事をする。これらの液体は、相対的に可動な部分及び継手部分の少なくとも一部を



(5) JP 5416897 B2 2014.2.12

10

20

30

40

50

浸液させた状態で使用される。よってこれらの液体は、摩擦レベルを、最適なレベル、す
なわち、過剰な摩耗と引きちぎりを防ぐほど充分に低いレベル、かつ相対的に可動部な部
分及び継手部分がすべることなく、正確な係合と離脱とを行なうほどに充分に高いレベル
に保持しなければならない。
【０００５】
　従って機能液は、機械の作動要求と潤滑要求の両方を満たすように作製される。例えば
トラクタ液は、トラクタで駆動する機械内の変速機やギヤ、軸受、油圧機器、パワー・ス
テアリング部分、機械式パワーテイクオフ、油浸ブレーキを潤滑にするために使用される
。機能液がトラクタの油圧機器を潤滑するために使用される場合には、トラクタ作動液と
も呼ばれる。機能液はトラクタに使用されるときは、ブレーキ能、パワーテイクオフ・ク
ラッチの係合と脱離、および作動中に発生する熱の伝達と放散をもたらすことができる。
最近のトラクタでは、パワーブレーキはドラム形かディスク形の何れかをとるが、その優
れたブレーキ能の点からディスク形ブレーキが好ましい。ディスク形ブレーキのうちでも
更に湿式又は油浸ブレーキが好ましい。その理由は、機能液がごみや汚れからブレーキを
有効に隔離させることができるからである。湿式ディスクブレーキは、これら利点が分か
っているにもかかわらず、少なくとも一つの著しい欠点、すなわちブレーキチャター（ブ
レーキスクォークとしても知られている）にしばしば苦しめられている。ブレーキチャタ
ーは、摩擦材料または反応板のトルク変動が装置内で調和振動を発生させるほど大きい場
合に生じる。これらの振動によって通常は、ブレーキを掛けたときに装置から不愉快でい
やな音が出ることになる。
【０００６】
　ブレーキチャターを除去しようとして、当該分野の熟練者は例えば、ジオレイル水素亜
リン酸エステルなどの摩擦緩和剤をトラクタ液又はトラクタ作動液に添加している。しか
し、しばしば、これら従来の摩擦緩和添加剤は様々な理由から液を使用に適さないものに
する。第一に、ブレーキチャターは、トラクタ液又はトラクタ作動液を配合するときに取
り扱わざるをえない多くの問題のうちのただ一つにほかならない。例えば、湿式ブレーキ
とパワーテイクオフ・クラッチ両方の能力が常に考慮される。ジオレイル水素亜リン酸エ
ステルなど従来の摩擦緩和剤は、ブレーキチャターを低減するのには有効であるが、一方
では、ブレーキ及びテイクオフ・クラッチ能の許容できないほどの低下を同時にもたらす
ことがあり、クラッチを係合したり、および／または装置を停止に至らせるのがより困難
になる。従って、好適な摩擦緩和添加剤は摩擦を低減させることになるが、できる限り大
きくというよりもむしろ単に一定の程度まで低減すべきである。得られる摩擦レベルは、
ブレーキ／クラッチ能を維持しながら同時にブレーキチャターを最小にするような妥協し
たレベルであることが好ましい。従って、好適なトラクタ液又はトラクタ作動液は、湿式
ブレーキチャター試験にも湿式ブレーキ能試験にも合格する必要がある。第二に、ブレー
キディスク以外にもトラクタの多くの部分が同じ液にさらされるから、好適なトラクタ液
又はトラクタ作動液は、これら非ブレーキ部分も潤滑して熱を放散する力と手段を与える
ものである。その結果、公知の多数の摩擦緩和剤は、非ブレーキ部分に適切な潤滑を与え
たり、あるいは保護する能力が無いために、トラクタに使用することができない。例えば
、ジオレイル水素亜リン酸エステルは、特に高温でギヤを使用したときに大きなギヤ摩耗
を生じることが分っているから、その添加剤を含む液はトラクタには使用されない。さら
に、トラクタに使用するのに適した機能液は、極圧性および水耐性やろ過性など他の一定
の能力も供するものでなければならない。よって、トラクタ液又はトラクタ作動液として
適格であるためには、ある種の機能液は湿式ブレーキチャター以外の試験および上記の能
力試験にも合格しなければならない。そのような追加の試験としては、例えばスパイラル
・ベベル試験およびストレート・スパー・ギヤ試験が挙げられ、いずれも極圧性の指標と
なるものである。
【０００７】
　変速機液は、別の目立った機能液の群を成している。自動変速機は、タービン駆動装置
、トルク・コンバータ、および複雑な油圧制御装置により自動的に係合と離脱かみ合って
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は外れる一以上の摩擦ブレーキ又はクラッチから構成されている。手動変速機は、同様な
一連の要素から構成されているが、一以上の摩擦ブレーキ又はクラッチは手動により係合
し、また離脱する。代表的な、ただし簡便なクラッチ組立装置は他の鋼板と接触するよう
になる鋼平板を含み、前者の板は両側とも例えば樹脂含浸圧縮紙のような摩擦材料で覆わ
れている。変速機のクラッチ組立装置とトラクタのディスクブレーキ・セットとの間には
多くの類似点がある。例えば、丁度、ディスクブレーキがトラクタ作動油に完全に又は部
分的に浸されるように、ここでもクラッチ組立装置全体が変速機液に完全に又は部分的に
浸される。従って、対応するディスクブレーキのトラクタ作動油のように、変速機液も一
般には多機能の液である。変速機液は、ギヤや軸受を潤滑し、熱を伝達し、そして油圧制
御装置や補助変速機に液体を供給する。つまり、好適な変速機液は、クラッチ板が動力を
伝達して、変速機を滑らかにシフトさせ、かつ一の速度から別の速度へのシフトの間ある
特定の時間内で変速機を動かなくするほどの充分な摩擦、但し、軸受表面およびクラッチ
板の摩耗や引きちぎりを引き起こすほど大きくはない摩擦を与える。
【０００８】
　組成物について変速機液としての適格性を評価するのに、幾つかのパラメータを当該分
野の熟練者は使用している。それらのパラメータは別々でも、あるいは互いに組み合わせ
ても使用することができる。それらパラメータのうちの一つは静的又は始動トルク（ＴS

）であり、クラッチパックなどのかみ合い部分が荷重下で横すべりする傾向を相対的に測
定するものである。ＴSは一般に、予め決めた一定のサイクルでの動的トルク評価の終了
に基づいて決定される。摩擦安定性を改善しようとして従来の摩擦緩和剤を使用すること
によって、この始動ＴSが、低過ぎて、係合部分が荷重下で横すべりする傾向が許容でき
なくなるレベルまで減少することがある。この横すべりにより、変速機がその一部を成し
ている乗物の駆動性および安全性が損なわれることになる。別のしばしば使用されるパラ
メータである「ロックアップ」は、クラッチパックが完全にかみ合って自動車内でスティ
ックスリップやシャダーを引き起こすような比較的低い摺動クラッチ速度で作動している
ときに、クラッチが間欠的に把持しては放す傾向を測定するものである。また別のパラメ
ータとしては「慣らし期間」があり、時間をかけて摩擦性能の変化を測定するものである
。慣らし期間を示さないか、もしくは非常に短い慣らし期間を持つ摩擦緩和添加剤を有す
ることが望ましい。また、当該分野の熟練者はその他のパラメータも使用するが、そのう
ちの幾つかは上記三つのパラメータから誘導され、変速機液の摩擦特性を評価するもので
ある。
【０００９】
　機能液のまた別の例としては、例えば油圧作動油が挙げられるが、同様の一連の多面的
考察が必要である。油圧作動油の一種がトラクタ作動油であり、これについてはトラクタ
に使用するのに適した他の種々の機能液と共に前述している。例えば酸化防止剤や腐食防
止剤、消泡剤、耐摩耗性添加剤、粘度指数向上剤、流動点降下剤、清浄剤及び分散剤、シ
ール膨潤剤のような通常の潤滑油添加剤はさておき、摩擦緩和添加剤は一般に、油圧系統
の滑らかで固着しない及び／又は横すべりしない作動を促すためにこれらの液体に用いら
れる。実際に、油圧作動油は一般に適正に機能する摩擦緩和添加剤を含有することを必要
としている。重荷重の境界面間の相対運動がゆっくりであるとき、摩擦緩和添加剤の必要
性が特に激しくなる。これは、二つの接触面間の相対速度が減じるにつれて、潤滑膜の厚
みも減少し、その結果、二面の物理的接触が増大して摩擦が大きくなり、摩耗が大となる
からである。また、例えば数値的に制御された工作機械におけるような、継手過程に厳し
い精度要求条件があるとき、あるいは継手面が異なる材料でできているときにも、一般に
摩擦緩和添加剤が使用される。さらに、充分な速度が達成されて継手面を分離する連続流
体潤滑膜が確立されるまでは、表面のざらつきを互いに高くしておかなければならないか
ら、油圧系統では通常初期摩擦が大きい。よって、好適な油圧作動油は、油圧構成部分を
潤滑にするだけではなく、様々な速度、荷重および材料の組合せの下で不均一な作動を防
ぐように、継手面間で最適なレベルの摩擦を実現して、これを維持する。
【００１０】
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　従って、好適な機能液は、相対的に可動な部分の正確な係合と離脱に対しては低過ぎず
、かつ許容できないレベルの摩耗及び引きちぎりが生じるほど高過ぎないレベルの摩擦を
与えるものである。本発明は、そのような摩擦緩和添加剤を提供するものであり、本発明
の添加剤は各種の機能液に摩擦特性の改善をもたらす。
【００１１】
　代表的な摩擦緩和添加剤は、極性末端基と非極性線状炭化水素鎖とを含む長鎖分子であ
ると言える。極性末端基は、金属面に物理的に吸着し、化学的に金属面と反応するか、あ
るいは金属面に付着するかの何れかであるが、一方、炭化水素鎖は機能液中に延びる。多
数の摩擦緩和分子からの鎖はそののち互いに、また液中の他の成分とも連結して、金属面
に薄膜を形成する。
【００１２】
　当該分野の熟練者は、従来の潤滑油に使用するのに適した多くの摩擦緩和剤が、往々に
して、機能液に使用するのに適さないことに気付いている、というのは、後者の液体には
更に過酷な機能及び混合性要求条件があるからである。上述したように、機能液に使用す
るためには、摩擦緩和添加剤は摩擦を低減できなければならないが、ただし滑らかで正確
な作動を犠牲にすることなく、摩耗が最少となるような一定の程度までである。さらに、
従来の摩擦緩和剤によっては、機能液に必然的に又は任意に含まれる他の添加剤と、可動
金属部分の表面の占有を実際に競合しながら、これら他の添加剤と化学的又は物理的に相
互作用することが分っている。
【００１３】
　当該分野では、各種の機能液に使用するのに適した新規な摩擦緩和添加剤を開発しよう
とする努力が続けられている。その内の少なからずの添加剤については確認がなされてお
り、そのうちの幾つかを以下に記載する。それにもかかわらず、代替物及び／又は改良物
に対する多大な要求が依然として存在する。
【００１４】
　機能液に使用するのに適していると確認されている摩擦緩和剤の多くは、アミン類、ア
ミド類または他の窒素含有化合物であり、それらは数ある中でも液の窒素分を高めるため
、適用範囲が制限される。例えば特許文献１には、（１）オキシアルキル化脂肪族第三級
アミン、１－ヒドロキシアルキル－２－アルキルイミダゾリン（例えば１－ヒドロキシエ
チル－２－ヘプタセシル－２－イミダゾリン）およびそれらの混合物からなる群より選ば
れる摩擦緩和剤、および（２）油溶性のアルキレンポリアミンのポリアルケニル置換コハ
ク酸イミドを含有する自動変速機液が開示されている。特許文献２には、主要量の潤滑粘
度の油、および有効量の下記の成分の各々を含む別の自動変速機液が開示されている：（
１）アルケニルコハク酸イミド、（２）二炭化水素ジチオリン酸の二族金属塩、（３）（
ａ）二価及び他の多価アルコールの脂肪酸エステルおよびそれらの油溶性オキシアルキル
化誘導体、（ｂ）低分子量アミノ酸の脂肪酸アミド、（ｃ）Ｎ－脂肪アルキル－Ｎ，Ｎ－
ジエタノールアミン、（ｄ）Ｎ－脂肪アルキル－Ｎ，Ｎ－ジ－（エトキシエタノール）ア
ミン、（ｅ）Ｎ－脂肪アルキル－Ｎ，Ｎ－ジ－ポリ－（エトキシ）エタノールアミン、お
よび（ｆ）それらの混合物からなる群より選ばれる摩擦緩和化合物、および（４）塩基性
硫化アルカリ土類金属アルキルフェネート。この組成物は、特に客車の自動変速機で使用
するのに適していることが示されている。更に最近になって特許文献３には、摩擦緩和量
の油溶性脂肪酸アミドと多価アルコールから誘導された脂肪酸エステルとを含むトラクタ
液が開示されている。このトラクタ液は良好なチャター防止特性を示すと記載されている
。
【００１５】
　また、当該分野では機能液の摩擦緩和剤として、脂肪炭化水素スルホネートの数種の金
属塩の使用も教示されている。例えば特許文献４には、摩擦緩和量の過塩基性金属炭化水
素スルホネートと脂肪酸との反応生成物を含む、湿式クラッチ系統に使用するのに適した
油圧作動液が記載されている。最近になって特許文献５には、機能液にポリアルケニルス
ルホネートを使用することによりブレーキ及びクラッチ能の改善がもたらされ、ポリアル
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ケニルスルホネートは、アルキルビニリデンと１，１－ジアルキル異性体を約２０モル％
より多く含むポリアルケン混合物から誘導された、ポリアルケンスルホン酸のアルカリ金
属又はアルカリ土類金属塩であることが開示されている。
【００１６】
　時には、芳香族炭化水素スルホネート塩が摩擦を緩和するためにある種の機能液に使用
されている。例えば特許文献６には、（１）芳香族ヒドロスルホン酸の金属塩でも非芳香
族ヒドロスルホン酸の金属塩でもよい、炭化水素スルホン酸の金属塩と、（２）ジアルキ
ルジチオリン酸の亜鉛塩と、（３）塩素化パラフィンろうとの三成分混合物である摩擦緩
和剤を含む農業用トラクタ変速機用の液が教示されている。さらに、特許文献７には、主
要量の鉱油系潤滑油、および（１）芳香族スルホネートでも非芳香族スルホネートでもよ
い、過塩基性アルカリ土類金属石油スルホネートと、（２）下記（Ｉ）式を有するポリア
リールポリアミンと、（３）炭素原子数１２～１８の不飽和脂肪酸の亜鉛塩との別の三成
分混合物である少量の摩擦緩和剤から基本的に構成される伝動装置液が開示されている。
【００１７】

【化１】

【００１８】
　式中、Ｘは、酸素、硫黄またはメチレン基であり、そしてＲは、Ｃ1～Ｃ8アルキル基、
例えばメチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、ｔ－ブチル、ア
ミル、ヘキシル、オクチル基である。この特許文献によれば、液の摩擦特性に効果を及ぼ
すためには三成分全部が含まれなければならない、というのは、「これらの物質はいずれ
も単独では減摩性を有しないが、組み合わせると優れた減摩剤となる」からである、第１
欄、第６０～６２行。
【００１９】
　一方で、アルキルアリールスルホネートなどの芳香族炭化水素スルホネートは、清浄剤
または分散剤として機能液に広く適用されている。例えば特許文献８には、潤滑粘度の油
および有効量の次の成分の各々を含む機能液が開示されている：（１）炭化水素スルホン
酸の二族金属塩、（２）炭化水素スルホン酸の過塩基性二族金属塩、（３）二炭化水素ジ
チオリン酸の二族金属塩、（４）リン酸トリクレジル、および（５）オレフィンと脂肪酸
エステルの硫化混合物。中性スルホネート塩は水耐性、清浄性および分散性の改善をもた
らすが、一方過塩基性スルホネート塩は熱安定性、酸化防止性およびさび止め性を改善す
ることが記されている。同様に特許文献９には、主要量の潤滑粘度の油および有効量の次
の成分の各々を含む、特に自動変速機液として使用するのに適した機能液が開示されてい
る：（１）アルキニルコハク酸イミド、（２）二炭化水素ジチオリン酸の二族金属塩、（
３）二価又は多価アルコールのヒドロキシル脂肪酸エステル又はその油溶性アルコキシル
化誘導体、および（４）「機能液を含む系の高温作動中に形成される不純物の堆積を防止
するために」、「清浄分散剤として作用する」（第７欄第６６行～第８欄第２行）炭化水
素スルホン酸の二族金属塩。また別の例として特許文献１０には、清浄剤として炭化水素
スルホン酸の過塩基性アルカリ又はアルカリ土類金属塩、アルキルフェネートまたは硫化
アルキルフェノールを含む、長期間にわたって静摩擦挙動が改善された機能液が開示され
ている。その特定の機能液組成物には、炭素原子数約６～３０のアルキル又はアルケニル
Ｃ4～Ｃ10ジカルボン酸か、または長鎖無水ジカルボン酸とアルデヒド／トリス－ヒドロ
キシメチルアミノメタン付加物との反応生成物の何れかである摩擦緩和剤も含まれている
。
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【００２０】
　また、過塩基性アルキルアリールスルホネートは、混合性、溶解度、泡立ち性、低着色
、および最小表皮形成の改善をもたらすことも、例えば特許文献１１に報告されている。
５０乃至８５％の線状モノアルキルフェニルスルホネートと、１５乃至５０％の重質アル
キルアリールスルホネートとからなるアルカリ土類金属のアルキルフェニルスルホネート
混合物は、良好な溶解度、室温安定性（すなわち、表皮形成無し）を示すか、そうでなけ
れば良好な清浄分散性能を示すと特許文献１２に報告されている。この特許文献の重質ア
ルキルアリールスルホネートとしては、次の二種類が挙げられる：（１）２個のアルキル
基が両方とも線状であるジアルキルアリールスルホネート、および（２）アルキル置換基
が一定の長さを持つ分枝鎖であるモノ又はポリアルキルアリールスルホネート。アルカリ
土類金属アルキルフェニルスルホネートの微変性混合物は、清浄剤及び／又は分散剤とし
ての特性が改善されることが特許文献１３に記載されている。その変性混合物は、２０乃
至７０％の線状モノアルキルフェニルスルホネートと、３０乃至８０％の分枝鎖モノアル
キルフェニルスルホネートとから構成されている。
【００２１】
　アルキルアリールスルホネートは、時には耐荷重能向上剤として使用できることも見い
出されている。例えば特許文献６には、特に後駆動機やトラクタ変速機に使用するのに適
した高荷重ギヤ油が開示されている。高荷重配合物は、次の三成分の組合せが耐荷重能の
相乗作用的改善を及ぼすという予測し得ない発見に従って開発されている：（１）分子量
が約４００乃至約９００の炭化水素スルホン酸のアルカリ土類金属塩、（２）ジアルキル
ジチオリン酸の金属塩、および（３）塩素化炭化水素。
【００２２】
【特許文献１】米国特許第３６３４２５６号明細書
【特許文献２】米国特許第３９３３６５９号明細書
【特許文献３】米国特許第６８０３３５０号明細書
【特許文献４】米国特許第３４１０８０１号明細書
【特許文献５】米国特許第７０１２０４５号明細書
【特許文献６】米国特許第３４５１９３０号明細書
【特許文献７】米国特許第３２５９５８３号明細書
【特許文献８】米国特許第３８９９４３２号明細書
【特許文献９】米国特許第３９２０５６２号明細書
【特許文献１０】米国特許第４２５３９７７号明細書
【特許文献１１】米国特許第６４７９４４０号明細書
【特許文献１２】米国特許第６０５４４１９号明細書
【特許文献１３】関連欧州特許出願第９８４０１９６８．７号明細書
【非特許文献１】ラドニック(Rudnick)編集、「潤滑油添加剤、化学と用途(Lubricant Ad
ditives, Chemistry & Applications」、マーセル・デッカー社(Marcel Decker Inc.)、
ニューヨーク、２００３年、ｐ．２０４
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２３】
　我々は、ある種のアルキルトルエンスルホネート塩が望ましい摩擦特性を有し、機能液
中で摩擦緩和添加剤の機能を果たすことができることを見い出した。本発明のアルキルト
ルエンスルホネート塩又はこれら塩の混合物は、特定の機能液において唯一の摩擦緩和添
加剤であるとも、そうでないとも言える。例えば、本発明のアルキルトルエンスルホネー
ト塩又はその塩の混合物は、ある種の機能液では単一の摩擦緩和添加剤として使用するこ
ともできるし、あるいはその特定の液に所望レベルの摩擦を与えるために、他の一種以上
の混合しうる摩擦緩和剤と共に使用することもできる。本発明は、そのようなアルキルト
ルエンスルホネート、並びにこれらスルホネートを含む機能液組成物を提供するものであ
る。さらに、本発明は、これら機能液の製造方法、およびこれら機能液を使用してある種
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の機械の相対的に可動な部分及び継手部分間の摩擦レベルに影響を与える方法も提供する
。
【課題を解決するための手段】
【００２４】
　本発明は、機能液、特にはトラクタ液、トラクタ作動液、変速機液および油圧作動液等
に使用するのに適した新規な改良された摩擦緩和添加剤の部類に関する。つまり、本発明
の摩擦緩和添加剤はアルキルトルエンスルホネート塩を含んでいる。本発明のある態様で
はアルキルトルエンスルホネート塩は、まずトルエンを異性化オレフィンでアルキル化し
た後、アルキル化トルエンをスルホン化し、続いて金属源を導入することにより製造され
る。本発明のアルキルトルエンスルホネート塩及びそれらの混合物は、摩擦特性の改善を
機能液にもたらす。さらに、本発明のアルキルトルエンスルホネート塩の摩擦緩和能は、
塩化物イオンが存在しても実質的に低下することがなく、塩化物イオンは時折、例えば製
造過程で使用されるある種の粘度調整剤により機能液に混入することがある。すなわち、
本発明の機能液は塩化物イオンの存在下でも使用することができる。
【００２５】
　本発明の第一の態様は、機能液に使用するのに適した摩擦緩和添加剤に関する。この態
様の摩擦緩和添加剤はアルキルトルエンスルホネート塩を含んでいる。
【００２６】
　本発明の第二の態様は、第一の態様の摩擦緩和添加剤を含む摩擦特性の改善された機能
液組成物に関する。この態様の機能液は、特にトラクタ液、トラクタ作動液、変速機液ま
たは油圧作動液に使用するのに適しているが、相対的に可動な部分及び継手部分を含むそ
の他の機械にも使用することができる。
【００２７】
　本発明の第三の態様は、第一の態様の摩擦緩和添加剤を含む第二の態様の機能液であっ
て、その摩擦緩和能が塩化物イオンの存在下でも実質的に低下することがない機能液に関
する。
【００２８】
　本発明の第四の態様は、その摩擦緩和能が塩化物イオンの存在下でも実質的に低下する
ことがない、第一の態様の摩擦緩和添加剤に関する。
【００２９】
　本発明は第五の態様では、第二及び第三の態様の機能液を製造する方法を提供する。
【００３０】
　第六の態様では本発明は、第二及び第三の態様の機能液を適用することにより、相対的
に可動な部分及び継手部分を含む機械に最適レベルの摩擦を与え、維持する方法にも関す
る。
【００３１】
　当該分野の熟練者であれば、以下の記述を参照することで本発明のその他の更なる目的
、利点および特徴を理解できよう。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明のアルキルトルエンスルホネート塩及びそれらの混合物は、摩擦特性の改善を機
能液にもたらす。さらに、本発明のアルキルトルエンスルホネート塩の摩擦調整能は、塩
化物イオンが存在しても実質的に低下することがない。なお、塩化物イオンは時折、例え
ば製造過程で使用されるある種の粘度調整剤により機能液に混入することがある。従って
、本発明の機能液は塩化物イオンの存在下でも使用することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　以下に、様々な好ましい特徴および態様を限定しない説明として記載する。
【００３４】
　本発明は、摩擦緩和添加剤として一種以上のアルキルトルエンスルホネート塩を含む機
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能液組成物に関する。つまり、本発明のアルキルトルエンスルホネート塩は、油溶性のア
ルキルトルエンスルホン酸の塩である。本発明のアルキルトルエンスルホネート塩は、如
何なる種類の金属塩であってもよく、アルカリ土類金属塩およびアルカリ金属塩等が挙げ
られる。典型的な本発明のアルキルトルエンスルホネート塩の群はカルシウム塩である。
また、中性塩も用いることができるが、本発明の塩はしばしば過塩基性塩である。さらに
、本発明の塩は二酸化炭素で過塩基化することができる。本発明の一種以上のアルキルト
ルエンスルホネート塩は、トルエンと線状オレフィンとのアルキル化生成物であるアルキ
ルトルエンアルキレートから誘導することができる。当該分野の熟練者であれば分かるよ
うに本発明の目的では、「線状オレフィン」は非環状オレフィンを意味する。従って、ト
ルエンをアルキル化するのに使用される線状オレフィンは分枝していても分枝していなく
てもよい。さらに、トルエンをアルキル化するのに使用される線状オレフィンは単一のオ
レフィンであっても、あるいは炭素原子数が異なるオレフィンの混合物であってもよい。
単一オレフィンおよび／または混合物のオレフィンはＣ18～Ｃ30の線状オレフィンから選
ぶことが好ましい。だが、鎖の長さに関係なく、あるいはアルキル化剤が単一のオレフィ
ンであるか混合物であるかに関係なく、典型的な態様ではこれらオレフィンはアルキル化
工程に先立って異性化される。
【００３５】
　特に断らない限り、パーセントは全て質量パーセント（％）である。
【００３６】
［摩擦緩和添加剤］
　本発明の摩擦緩和添加剤は、アルキルトルエンスルホネート塩を含有している。これら
の塩は、以下に記載する方法によりアルキルトルエン前駆体から製造することができる。
【００３７】
１）アルキルトルエン前駆体
　本発明のアルキルトルエン前駆体は本来、トルエンをオレフィンでアルキル化する従来
のフリーデル・クラフツ反応により得ることができる。本発明のアルキルトルエン前駆体
は、炭素原子約３～約５０個の長さであるアルキル鎖を含むことができる。別の本発明の
アルキルトルエン前駆体は、炭素原子約１０～約４０個の長さであるアルキル鎖を含むこ
とができる。また別の本発明のアルキルトルエン前駆体は、炭素原子約１８～約３０個の
長さであるアルキル鎖を含むことができる。トルエン環は、アルキル鎖の１位を除いてア
ルキル鎖の任意の位置に結合させることができる。当該分野の熟練者であれば分かるよう
に、アルキル鎖の「１位」は鎖の末端の炭素位置を意味する。一方、アルキル鎖は、トル
エンのメチル基が結合している位置を除いて任意の炭素位置でトルエン環に結合させるこ
とができる。
【００３８】
　トルエンをアルキル化するのに用いられるオレフィンは、単一のオレフィンであっても
、種々のオレフィンの混合物であってもよいが、一般には後者が好ましいアルキル化剤で
ある。トルエンをアルキル化するのに単一のオレフィンと混合物の何れかが用いられるか
に関係なく、オレフィンを異性化することが好ましい。アルキル化工程の前でも、アルキ
ル化工程の実施時でも、また後であっても、オレフィンを異性化することができるが、好
ましくは、アルキル化工程の前に異性化する。アルキル化剤においてオレフィンの少なく
とも約０．５％、より好ましくは約１％乃至約５０％、特に好ましくは約１．５％乃至約
３５％はアルファオレフィンである。典型的な本発明の摩擦緩和添加剤では、アルファオ
レフィン含量は約１０％である。別の典型的な本発明の摩擦緩和剤では、アルファオレフ
ィン含量は約１６％である。一方、アルキル化混合物のオレフィンは分枝していても分枝
していなくてもよいが、全部が分枝してなくはないことが好ましい。好ましくは、オレフ
ィンの約５％乃至約８０％が分枝し、より好ましくはオレフィンの約１０％乃至約６０％
が分枝し、そして特にはオレフィンの約１４％乃至約３１％が分枝している。典型的な本
発明の摩擦緩和添加剤では、混合オレフィンアルキル化剤のオレフィンの約１４％が分枝
している。別の典型的な本発明の摩擦緩和添加剤では、混合オレフィンアルキル化剤のオ
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レフィンの約２５％が分枝している。また別の典型的な本発明の摩擦緩和添加剤では、混
合オレフィンアルキル化剤のオレフィンの約３０％が分枝している。
【００３９】
　オレフィンの異性化方法は既に知られている。当該分野の熟練者は一般に、この目的で
は少なくとも二種類の酸性触媒のうちの一方を使用している。酸性触媒は固体でも液体で
もよい。公知の多数の固体酸性触媒が適しており、少なくとも一種類の金属酸化物を有す
る固体触媒が好ましい。金属酸化物は次の物質から選ばれるものであってよい：天然ゼオ
ライト類、合成ゼオライト類、合成分子ふるい、およびクレー。固体酸性触媒は、酸性ク
レー又は酸性分子ふるい又は平均孔径が少なくとも６．０オングストロームのゼオライト
の酸性型を含んでいることが好ましい。例えばモンモリロナイト、ラポナイトおよびサポ
ナイトを含む有用な酸性クレーは、天然産出物質または合成物質から誘導することができ
る。柱状クレーもアルキル化触媒の機能を果たすことができる。一次元の細孔系を持ち平
均孔径が５．５オングストローム未満の別の分子ふるいも、酸性触媒の機能を果たすこと
ができる。例としては、ＳＭ－３、ＭＡＰＯ－１１、ＳＡＰＯ－１１、ＳＳＺ－３２、Ｚ
ＳＭ－２３、ＭＡＰＯ－３９、ＳＡＰＯ－３９、ＺＳＭ－２２、ＳＳＺ－２０、ＺＳＭ－
３５、ＳＵＺ－４、ＮＵ－２３、ＮＵ－８６、および天然及び合成フェリエライトを挙げ
ることができる。これらの触媒については、例えばローザマリー・スゾスタク(Rosamarie
 Szostak)著、「分子ふるい辞典(Handbook of Molecular Sieves)」（ヴァン・ノースラ
ンド・ラインホルト(Van Norsrand Reinhold)、ニューヨーク、１９９２年）、および米
国特許第５２８２８５８号明細書に記載されていて、それらも参照内容として本明細書の
記載とする。
【００４０】
　異性化工程は、例えば約５０℃乃至約２８０℃の範囲の温度で実施することができる。
オレフィンが高沸点の傾向にあるから、この工程は液相で、バッチ式または連続式で実施
することが好ましい。バッチ式では、所望の反応温度に加熱することができる、撹拌した
オートクレーブ又はガラスフラスコが一般に用いられる。一方、連続法は固定床法で最も
効率良く実施される。固定床法では空間速度は、反応体と触媒床間の接触の速度を測るも
のであるが、約０．１ＷＨＳＶ乃至約１０ＷＨＳＶ以上（触媒質量当り時間当りの反応体
供給物質量）の範囲であってよい。触媒を反応器に充填して、反応器を所望の反応温度に
加熱することができる。オレフィンが触媒床にさらされる前にオレフィンを加熱すること
もできる。しばしば触媒床に沿って約１０℃乃至約１５℃の発熱が観察される。次いで、
一部分枝した異性化オレフィンを含む反応器流出液を捕集する。バッチ式でも連続式でも
、得られた一部分枝した異性化オレフィン混合物は一般に、一定のオレフィン分布（アル
ファオレフィン、ベータオレフィン、内部オレフィン、三置換オレフィンおよびビニリデ
ンオレフィン）と分枝含量を含んでいて、非異性化オレフィンと区別することができる。
【００４１】
　当該分野の熟練者であれば、特定レベルの異性化を達成できる異性化条件を選択するこ
とができる。つまり、異性化のレベルは一般に、特定のオレフィン試料又は混合物中のア
ルファオレフィンの量と分枝のレベルにより特徴づけられる。アルファオレフィン量と分
枝レベルは順次、例えばフーリエ変換赤外（ＦＴＩＲ）分光法を含む種々の従来法を使用
して決定することができる。代表的なＦＴＩＲ分光法では、アルファオレフィンのレベル
（又はパーセント）は、特定試料の９１０ｃｍ-1の吸光度を検出し、それをアルファオレ
フィンレベルが既知の検定試料の９１０ｃｍ-1吸光度と比較することにより測定すること
ができる。検定試料のアルファオレフィンのレベル（パーセント）は、例えば13Ｃ定量核
磁気共鳴（ＮＭＲ）分光法により公知の手順に従って得ることができる。
【００４２】
　分枝のパーセントも、ＦＴＩＲ分光法により試料の１３７８ｃｍ-1の吸光度を検出する
ことで測定することができる。この吸光度はメチル基の変角振動の大きさに相当する。次
いで、異性化オレフィン試料の吸光度を、分枝レベルが既知の検定試料セットの１３７８
ｃｍ-1吸光度と比較する。一般には、試験対象の特定の混合オレフィンをまず水素化して
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グラフィを使用して非分枝ｎ－アルカンと分枝アルカンを区別し、その割合をその混合オ
レフィンの分枝レベルパーセントに相関させる。
【００４３】
　特定のオレフィン混合物で所望のレベルの異性化を達成するためには、当該分野の熟練
者は、異性化レベルの異なる既知のオレフィンを混ぜ合わせる。例えば熟練者は、１５％
のアルファオレフィンを含む４５％分枝混合オレフィンＡ８部を、５％のアルファオレフ
ィンを含む２５％分枝混合オレフィンＢ２部と混合して、４１％分枝で１３％のアルファ
オレフィンを含む混合物ＡＢを達成することができる。
【００４４】
　上述したように、本発明でトルエンをアルキル化するのに用いられるオレフィンは、ア
ルファオレフィンを少なくとも約０．５％、より好ましくは約１％乃至約５０％、特に好
ましくは約１．５％乃至約３５％含む。これに関して好適なオレフィンは、約５％乃至約
８０％が分枝していてもよく、より好ましくは約１０％乃至約６０％が分枝し、そして特
に好ましくは約１４％乃至約３１％が分枝していてもよい。
【００４５】
　本発明のアルキル化工程は、異性化工程の前でも、同時でも、あるいは後でも行うこと
ができる。だが、アルキル化工程の前に異性化工程を行うことが好ましく、それによりト
ルエンをアルキル化するのに用いられるオレフィンは異性化オレフィンを含んでいる。
【００４６】
　アルキルトルエン前駆体を調製するのに、公知の各種のアルキル化法を使用することが
できる。例えば、代表的なアルキル化反応はフッ化水素触媒の存在下で起こるが、本発明
の目的に充分に役立つことができる。異性化及び二量化速度に対してアルキル化速度を増
加させるためには単一反応器では、例えば約１０という高いトルエン対オレフィン充填／
モル比が用いられ、高レベルのモノアルキルトルエンを含む反応生成物が生成する。その
他の種々の方法もアルキル化を遂行するのに使用することができるが、殆ど常に一段反応
器が反応が起こる好ましい容器として用いられる。
【００４７】
　アルキル化工程は一般に、約２０℃乃至約２５０℃の範囲の温度で生じる。前述した異
性化工程と同様にアルキル化工程も、これらの温度で液体オレフィンの反応を進めるため
に液相で実施することが好ましい。アルキル化工程はバッチ式でも連続式でも活性化させ
ることができ、前者のバッチ式は加熱及び撹拌したオートクレーブ又はガラスフラスコで
行い、後者の連続式は固定床法で行う。
【００４８】
　固定床法では、触媒を所望の反応温度、例えば約１００℃乃至約２００℃に加熱する。
圧力が反応温度でトルエンの泡立ち点圧力より高くなるように、背圧弁により圧力を上げ
る。系を所望の圧力まで加圧した後、温度を所望の反応温度まで上げる。あるいは、トル
エンを反応温度にある反応器に導入してもよい。次に、オレフィン流をトルエン流に導入
し、その後で混合物が触媒床と接触するようにする。アルキル化反応を行う方式に関係な
く、反応器流出液は一般にアルキルトルエンを過剰のトルエンが混じった状態で含んでい
る。過剰のトルエンは、蒸留、減圧下でのストリッピング蒸発、または当該分野の熟練者
に知られた他の手段により取り除くことができる。
【００４９】
２）アルキルトルエンスルホネート塩
　本発明のアルキルトルエンスルホネート塩は、下記一般式で表される。
【００５０】
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【化２】

【００５１】
　式中、Ｒ1は金属スルホネート基であり、そしてＲ2はアルキル基である。なお、本発明
のアルキルトルエンスルホネート塩は油溶性である。
【００５２】
　これらの塩は、アルキルトルエンスルホン酸から誘導され、アルキルトルエンスルホン
酸はアルキルトルエン前駆体をスルホン化することにより製造することができる。つまり
、上記のアルキルトルエン前駆体を従来法で、例えばＳＯ3／空気薄膜スルホン化法を使
用してスルホン化することができる。その方法を用いる場合には、アルキルトルエン前駆
体を、ケミソン(CHEMITHON)社またはバレストラ(BALLESTRA)社で作られたＳＯ3／空気流
下薄膜と混合する。
【００５３】
　本発明のスルホネート塩は、当該分野の熟練者に知られた方法により製造することがで
きる。例えば、アルキルトルエンスルホン酸を好適な金属の原料と反応させることにより
得ることができる。典型的な方法は、水酸化物など反応性金属塩基をアルキルトルエンス
ルホン酸と結合させることからなる。これは従来より、ヒドロキシル促進剤、例えば水、
２－エチルヘキサノール、メタノールまたはエチレングリコールなどのアルコールの存在
下で、一般には得られたスルホネート塩が溶解できる不活性溶媒中で行う。反応混合物を
一般には加熱する。反応性金属塩基を金属スルホネートに変換した後、反応促進剤と溶媒
は蒸留や他の従来法により取り除くことができる。
【００５４】
　本発明のアルキルトルエンスルホネート塩を生成させる金属は、アルキルトルエンスル
ホン酸と塩を形成することができる公知の任意の金属であってよい。本発明の特定の態様
では、金属はアルカリ金属またはアルカリ土類金属である。「アルカリ土類金属」は、カ
ルシウム、バリウム、マグネシウムおよびストロンチウムを意味する。「アルカリ金属」
は、リチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウムおよびフランシウムを意味
する。本発明の更なる態様では金属はアルカリ土類金属である。本発明の更に特定の態様
では金属はカルシウムである。
【００５５】
　本発明のアルキルトルエンスルホネート塩は、中性塩であってもあるいは過塩基性塩で
あってもよい。過塩基性物質の特徴は、過塩基性と言われるスルホネートにおける、金属
カチオンの化学量論に従って存在する量よりも過剰となる金属含量にある。「塩基価」又
は「ＢＮ」は、試料１グラムにおけるＫＯＨのミリグラムと同等の塩基の量を意味する。
従って、ＢＮが高いほど、生成物のアルカリ性が強いこと、よって保有するアルカリ度が
大きいことを反映している。試料のＢＮは、例えばＡＳＴＭ Ｄ２８９６試験または他の
同等な方法を含む各種の方法により決定することができる。「全塩基価」又は「ＴＢＮ」
は、機能液１グラムにおけるＫＯＨのミリグラムと同等の塩基の量を意味する。これらの
用語はしばしば、「塩基価」又は「ＢＮ」のそれぞれと同義で使用されている。「低過塩
基性」は、ＢＮ又はＴＢＮが約２乃至約６０を意味する。「高過塩基性」は、ＢＮ又はＴ
ＢＮが約６０又はそれ以上を意味する。
【００５６】
　本発明のアルキルトルエンスルホネート塩は、中性塩であっても過塩基性塩であっても
よい。従って、そのＴＢＮは約０乃至約４００であってよい。本発明のアルキルトルエン
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スルホネート塩は、過塩基性でＴＢＮが約２乃至約４００であることが好ましく、そして
好ましくは高過塩基性でＴＢＮが約６０から約４００の間にあり、より好ましくは約２２
０から約３８０の間、特に好ましくは約２８０から約３５０の間にある。典型的な本発明
のアルキルトルエンスルホネート塩は高過塩基性でＴＢＮが約３２０である。
【００５７】
　過塩基化の方法及び反応条件は、例えば米国特許第３４９６１０５号明細書に総括して
開示されているように、当該分野では知られていて、その内容も本開示物及び特許請求の
範囲と矛盾しない限り、参照内容として本明細書の記載とする。本発明では、過塩基化は
二酸化炭素を用いて実施することができる。二酸化炭素処理は、金属塩基のコロイド分散
液を生成させることになると思われている。一般に本発明の過塩基性塩はメタノールとキ
シレンを存在させて、塩素を存在させないで生成させる。
【００５８】
　本発明のアルキルトルエンスルホネート塩は、機能液に添加剤として、液体に所望の摩
擦特性を与え、かつそれら液体を内包する機械のブレーキ及びクラッチ能を改善するのに
充分な量で使用する。一般に、単一のアルキルトルエンスルホネート塩又はそれら塩の混
合物は、少なくとも約０．１５質量％で本発明の調合済み機能液に使用される。本発明の
様々な態様では調合済み機能液中のスルホネートの量は、約０．１５質量％乃至約４．０
質量％、または約０．５質量％乃至約３．５質量％、または約１．５質量％乃至約２．５
質量％の範囲にあってよい。典型的な本発明の調合済み機能液は、一定のアルキルトルエ
ンスルホネート塩混合物を約１．８質量％含んでいる。
【００５９】
［機能液］
　本発明の機能液は一種以上の基油を含有していて、基油は主要量（すなわち、約５０質
量％より多い量）で存在する。一般に基油又は基油混合物は、機能液の全質量に基づき約
６０質量％より多い量、または約７０質量％より多い量、または約８０質量％より多い量
で存在する。典型的な本発明の機能液は基油混合物を約８８質量％含有している。
【００６０】
　基油は、鉱油からでも合成油からでもまたは植物油からでも誘導することができる。粘
度が約４０℃で少なくとも約２．５ｃＳｔで、流動点が約２０℃又はそれ以下、好ましく
は約０℃又はそれ以下である基油が望ましい。基油は天然原料からでも合成原料からでも
誘導することができる。好適な基油は、米国石油協会公報１５０９に規定されたＩ種乃至
Ｖ種基材油のうちの何れかまたは任意の組合せから選ぶことができ、その内容も参照内容
として本明細書の記載とする。また、好適な基油としては、各種の新たに開発された基材
油、例えば非公式にＩ／＋種、II／＋種又はIII／＋種と称されているもの、並びに最近
当該分野の熟練者に使用されている他の基材油も挙げることができる。これら新たに開発
された基材油の総括的な記述は様々な所で、例えばシェブロン製品／基油ウェブサイト（
www.chevron.com/products/prodserv/BaseOils/gf4_faq.shtml）で見ることができる。
【００６１】
　天然基油としては、例えば鉱油および植物油が挙げられる。本発明の基油として使用す
るのに適した鉱油としては例えば、通常潤滑油組成物に使用されるパラフィン系、ナフテ
ン系及びその他の油が挙げられる。好適な植物油としては、例えばカノーラ油または大豆
油が挙げられる。
【００６２】
　適正な粘度の合成油としては、例えば炭化水素合成油、合成エステルおよびそれらの混
合物が挙げられる。炭化水素合成油としては例えば、エチレン、高級オレフィンの重合に
より合成された油、その例としてはポリアルファオレフィン又はＰＡＯが挙げられ、ある
いはフィッシャー・トロプシュ法におけるように一酸化炭素ガスと水素ガスを用いる炭化
水素合成法により合成された油を挙げることができる。使用できる合成炭化水素油として
は、適正な粘度を有するアルファオレフィンの液体重合体が挙げられる。特に有用なもの
はＣ6～Ｃ12アルファオレフィンの水素化液体オリゴマー、例えば１－デセン三量体であ
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る。同様に、適正な粘度のアルキルベンゼン、例えばジドデシルベンゼンも使用すること
ができる。使用できる合成エステルとしては、モノカルボン酸及びポリカルボン酸とモノ
ヒドロキシアルカノール及びポリオールとのエステルが挙げられる。代表的な例としては
、ジドデシルアジペート、ペンタエリトリトールテトラカプロエート、ジ－２－エチルヘ
キシルアジペート、およびジラウリルセバケート等がある。モノ及びジカルボン酸とモノ
及びジヒドロキシアルカノールとの混合物から合成された複合エステルも使用することが
できる。鉱油と合成油のブレンドも同様に使用可能である。
【００６３】
　典型的な本発明の機能液は、二種類のＩ種基油、エクソンモービル(EXXON MOBIL)社の
ＡＰ／Ｅ ＣＯＲＥ（商標）１５０Ｎと、エクソンモービル社のＡＰ／Ｅ ＣＯＲＥ（商標
）６００Ｎとの混合物を用いている。
【００６４】
　本発明の機能液は、一種以上の上述したアルキルトルエンスルホネート塩を摩擦緩和を
することが可能な量で含有している。一般には一種以上のアルキルトルエンスルホネート
塩が少なくとも約０．１５質量％、本発明の機能液には含まれている。機能液中のアルキ
ルトルエンスルホネート塩の濃度は、好ましくは約０．１５質量％乃至約４．０質量％の
範囲にあり、より好ましくは約０．５質量％乃至約３．５質量％、特に好ましくは約１．
５質量％乃至約２．５質量％の範囲にある。典型的な本発明の機能液は、約１．８質量％
のアルキルトルエンスルホネート塩混合物を含んでいる。
【００６５】
　本発明のアルキルトルエンスルホネート塩以外に、機能液は以下に記載する他の添加剤
を含んでいてもよい。これら追加の成分は任意の順序でブレンドすることもできるし、ま
た成分の組合せとしてブレンドすることもできる。次のような添加剤成分を、本発明の範
囲を限定することなしに、好ましく用いることができる成分の例として記す。
【００６６】
　種々の分散剤が本発明の機能液には添加されていてもよい。分散剤、一般には無灰（無
金属）種のものは、一般に潤滑剤や機能液に使用されて使用中に酸化により生じた不溶性
物質を懸濁状態で維持し、それによりスラッジの凝集や沈殿または金属部分への堆積を防
止する。無灰分散剤は一般に、分散対象の粒子と会合できる官能基を持つ油溶性の高分子
炭化水素骨格を含んでいる。アミン類、アルコール類、アミド類、または重合体骨格に架
橋基で結合してなるエステル極性部を含む、多種類の無灰分散剤が当該分野では知られて
いる。本発明で用いることのできる無灰分散剤は例えば、長鎖炭化水素置換モノ及びジカ
ルボン酸又はそれらの無水物の油溶性塩、エステル、アミノエステル、アミド、イミドお
よびオキサゾリン、長鎖炭化水素のチオカルボキシレート誘導体、ポリアミンが直接結合
した長鎖脂肪族炭化水素、および長鎖置換フェノールをホルムアルデヒドとポリアルキレ
ンポリアミンで縮合することにより生成したマンニッヒ縮合物から選ぶことができる。好
適な無灰分散剤の例としては「カルボン酸分散剤」が挙げられ、炭素原子を少なくとも３
４個、好ましくは少なくとも５４個含むカルボン酸アシル化剤（酸、無水物、エステル等
）と、窒素含有化合物（例えば、アミン）、有機ヒドロキシル化合物（例えば、一価及び
多価アルコールを含む脂肪族化合物、またはフェノールおよびナフトールを含む芳香族化
合物）、および／または塩基性無機物質との反応生成物である。コハク酸イミド分散剤は
、カルボン酸分散剤の一種であり、炭化水素置換コハク酸アシル化剤を、有機ヒドロキシ
ル化合物と、または少なくとも１個の水素原子が窒素原子に結合してなるアミンと、また
はヒドロキシル化合物とアミンの混合物と反応させることにより製造することができる。
好適な無灰分散剤の例としては例えばアミン分散剤も挙げられ、比較的高分子量の脂肪族
ハロゲン化物とアミン、好ましくはポリアルキレンポリアミンとの反応生成物である。そ
れらの例は、例えば米国特許第３２７５５５４号、第３４３８７５７号、第３４５４５５
５号、第３５６５８０４号の各明細書等に記載されている。また、好適な分散剤の例とし
ては例えば「マンニッヒ分散剤」も挙げられ、アルキル基が炭素原子を少なくとも３０個
含むアルキルフェノールと、アルデヒド（特には、ホルムアルデヒド）およびアミン（特
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には、ポリアルキレンポリアミン）との反応生成物である。これらの分散剤については、
例えば米国特許第３０３６００３号、第３５８６６２９号、第３５９１５９８号、第３９
８０５６９号の各明細書等に記載されている。さらに、好適な無灰分散剤としては後処理
分散剤も挙げられ、カルボン酸、アミンまたはマンニッヒ分散剤を、ジメルカプトチアゾ
ール、尿素、チオ尿素、二硫化炭素、アルデヒド、ケトン、カルボン酸、炭化水素置換コ
ハク酸無水物、ニトリルエポキシドおよびホウ素化合物等のような試薬と反応させること
により得ることができる。後処理分散剤は、例えば米国特許第３３２９６５８号、第３４
４９２５０号、第３６６６７３０号の各明細書等に記載されている。また、好適な無灰分
散剤としては高分子分散剤、例えば米国特許第３３２９６５８号、第３４４９２５０号、
第３６６６７３０号の各明細書等に記載のものも挙げられる。上記特許文献の開示内容も
、本明細書の開示内容及び特許請求の範囲と矛盾しない限り参照内容として全て本明細書
の記載とする。
【００６７】
　金属含有清浄剤が本発明の機能液に添加されていてもよい。そのような清浄剤としては
例えば、硫化又は未硫化アルキル又はアルケニルフェネート、合成及び天然供給原料から
誘導されたスルホネート、カルボキシレート、サリチレート、フェノラート、多ヒドロキ
シアルキル又はアルケニル芳香族化合物の硫化又は未硫化金属塩、アルキル又はアルケニ
ルヒドロキシ芳香族スルホネート、硫化又は未硫化アルキル又はアルケニルナフテネート
、アルカノール酸の金属塩、アルキル又はアルケニル多酸の金属塩、およびそれらの化学
的及び物理的混合物を挙げることができる。そのような金属含有清浄剤は過塩基性であっ
ても中性であってもよい。過塩基性の金属含有清浄剤は高過塩基性であっても低過塩基性
であってもよい。
【００６８】
　酸化防止剤は、鉱油がサービス中に劣化する傾向を低減するために、任意に機能液に添
加される。そのような劣化はさもないと、金属表面へのスラッジ及びワニス状堆積物の堆
積を招くことがある。また、酸化による劣化は、液の粘度の許容できない増加を招き、機
能液を内包する機械の性能を損ない、および／または相対的に可動な部分及び継手部分に
損傷を与えることもある。多数の酸化防止剤が当該分野では知られていて、その例として
は、フェノール型（フェノール系）酸化防止剤、例えば４，４’－メチレン－ビス（２，
６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェノール）、４，４’－ビス（２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチ
ルフェノール）、４，４’－ビス（２－メチル－６－ｔｅｒｔ－ブチルフェノール）、２
，２’－メチレン－ビス（４－メチル－６－ｔｅｒｔ－ブチルフェノール）、４，４’－
ブチリデン－ビス（３－メチル－６－ｔｅｒｔ－ブチルフェノール）、４，４’－イソプ
ロピリデン－ビス（２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェノール）、２，２’－メチレン－
ビス（４－メチル－６－ノニルフェノール）、２，２’－イソブチリデン－ビス（４，６
－ジメチルフェノール）、２，２’－メチレン－ビス（４－メチル－６－シクロヘキシル
フェノール）、２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－エチルフェノール、２，４－ジメチ
ル－６－ｔｅｒｔ－ブチルフェノール、４，４’－チオビス（２－メチル－６－ｔｅｒｔ
－ブチルフェノール）、２，２’－チオビス（４－メチル－６－ｔｅｒｔ－ブチルフェノ
ール）、およびビス（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンジル）を挙げ
ることができる。また、酸化防止剤はジフェニルアミン型であってもよく、例えばアルキ
ル化ジフェニルアミン、フェニル－α－ナフチルアミン、およびアルキル化－α－ナフチ
ルアミンが挙げられる。別の型の酸化防止剤としては、例えば金属ジチオカルバメート（
例えば、亜鉛ジチオカルバメート）、およびメチレン－ビス（ジブチルジチオカルバメー
ト）等が挙げられる。
【００６９】
　特に機能液が農業用トラクタなど重負荷機械に使用するためにブレンドされる場合には
、一種以上の耐摩耗／極圧剤が本発明の機能液組成物に含まれていてもよい。その名称が
意味するように、これら添加剤は可動金属部分の摩耗を低減する。そのような添加剤の例
としては、リン酸エステル、カルバメート、エステル、硫黄含有化合物、モリブデン錯体
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、ジアルキルジチオリン酸亜鉛（第一級アルキル、第二級アルキルおよびアリール型）、
硫化油、硫化イソブチレン、硫化ポリブテン、メチルトリクロロステアレート、塩素化ナ
フタレン、フルオロアルキルポリシロキサン、およびナフテン酸鉛を挙げることができる
。
【００７０】
　一種以上のさび止め添加剤が機能液に添加されてもよい。これら添加剤は一般に二つの
広い分類に分かれる：非イオン性ポリオキシエチレン界面活性剤、およびその他の化合物
。非イオン性ポリオキシエチレン界面活性剤としては、例えばポリオキシエチレンラウリ
ルエーテル、ポリオキシエチレン高級アルコールエーテル、ポリオキシエチレンノニルフ
ェニルエーテル、ポリオキシエチレンオクチルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンオ
クチルステアリルエーテル、ポリオキシエチレンオレイルエーテル、ポリオキシエチレン
ソルビトールモノステアレート、およびポリエチレングリコールモノオレエートを挙げる
ことができる。その他のさび止め化合物としては、例えばステアリン酸および他の脂肪酸
、ジカルボン酸、金属石鹸、脂肪酸アミン塩、重質スルホン酸の金属塩、多価アルコール
の部分カルボン酸エステル、およびリン酸エステルを挙げることができる。
【００７１】
　特に機能液が水質汚染が広く行われているか、避けられないような環境で使用される場
合に、そのような液に抗乳化剤を含有させることは珍しいことではない。代表的な抗乳化
剤としては、例えばアルキルフェノールと酸化エチレンの付加物、ポリオキシエチレンア
ルキルエーテル、およびポリオキシエチレンソルビタンエステルを挙げることができる。
【００７２】
　摩擦緩和量のアルキルトルエンスルホネート塩に加えて、本発明の機能液は任意に一種
以上の他の摩擦緩和剤を含んでいてもよい。これら他の摩擦緩和剤は、例えば脂肪アルコ
ール、１，２－ジオール、ホウ酸化１，２－ジオール、脂肪酸、アミン、脂肪酸アミド、
ホウ酸化エステル、および他のエステルから選ぶことができる。
【００７３】
　当該分野では知られているように、多くの添加剤が多機能性である。例えば、耐摩耗性
に加えて分散性を与える特定の化合物を潤滑液に含有させることができる。好適な多機能
添加剤としては、例えば硫化オキシモリブデンジチオカルバメート、硫化オキシモリブデ
ンオルガノリンジチオエート、オキシモリブデンモノグリセリド、オキシモリブデンジエ
チレートアミド、アミン・モリブデン錯化合物、および硫黄含有モリブデン錯化合物を挙
げることができる。
【００７４】
　本発明の機能液は任意に、一種以上の粘度指数向上剤を含有していてもよい。その例と
しては、ポリメタクリレート型重合体、エチレン・プロピレン共重合体、スチレン・イソ
プレン共重合体、水和スチレン・イソプレン共重合体、ポリイソブチレン、および分散型
粘度指数向上剤を挙げることができる。
【００７５】
　また、用途によっては本発明の機能液は一種以上の流動点降下剤を含有していてもよく
、その例としてはポリメチルメタクリレートが挙げられる。
【００７６】
　さらに、本発明の機能液は一種以上の消泡剤を含んでいてもよい。好適な消泡剤として
は、例えばアルキルメタクリレート重合体、ジメチルシリコーン重合体、および類似の分
子を挙げることができる。
【００７７】
　本発明の機能液組成物は公知の方法により配合される。配合は一般には添加剤製造工場
又はブレンド施設で実施されるが、人の手で組成物を配合することもできる。
【００７８】
　粘度指数向上剤と流動点降下剤を除く全ての添加剤はしばしば、濃縮物または添加剤パ
ッケージとしてブレンドされ、その後に基材油にブレンドされて調合済み機能液となる。
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そのような濃縮物の使用も従来からあり、よく知られている。濃縮物は、予め決めた量の
基油と一緒にしたときに最終配合物で所望の濃度となるように、添加剤を適正な量で含む
ように配合される。
【００７９】
［塩化物適合性］
　時には一定量の塩化物イオンの存在下で、本発明の摩擦緩和添加剤および機能液を使用
する必要が起こりうる。例えば、アルキルトルエンスルホネート塩の製造方法の過程で、
粘度を調整するために一種以上の塩化物含有化合物を添加することがあるから、その方法
自体が、本発明の摩擦緩和添加剤が使用される環境に塩化物イオンを持ち込む可能性があ
る。よって、塩化物イオンの存在下で使用できる摩擦緩和添加剤の部類があることは、塩
化物イオンを除去しないでそのような摩擦緩和添加剤を使用できるので、望ましい。
【００８０】
　本発明のアルキルトルエンスルホネート塩および機能液の摩擦緩和能は、塩化物イオン
が存在しても実質的に低下することはない。従って、これら機能液中の他の添加剤や基油
も同様に塩化物の存在と適合できる。本発明のアルキルトルエンスルホネート塩および機
能液の摩擦緩和能は、一般に塩化物イオンが最大で約１０ｐｐｍ、好ましくは最大で約２
０ｐｐｍ、特に好ましくは最大で約５０ｐｐｍ存在しても実質的に低下することはない。
典型的な態様では、塩化物イオン約５０ｐｐｍの存在でも、本発明の明細書に従って製造
した一定の機能液の摩擦緩和能が実質的に低下することはない。本発明の目的で「実質的
に低下することはない」とは、摩擦緩和能の５％、１０％、２０％又は３０％以下の減少
を意味する。従って、塩化物が存在するときの一定のアルキルトルエンスルホネート塩／
混合物または機能液の摩擦緩和能が、塩化物が存在しないときのその摩擦緩和能の少なく
とも約７０％、約８０％、約９０％又は約９５％である場合には、塩化物イオンの存在下
でもその摩擦緩和能が実質的に低下しないと言える。
【００８１】
　以下の実施例を参照することで本発明について更に理解が深まることであろうが、実施
例は本発明の範囲を限定するものとみなされるべきではない。
【実施例】
【００８２】
　以下の実施例は、本発明を限定することなく本発明を説明するために記載される。本発
明について特定の態様を参照しながら記載するが、本出願は、添付した特許請求の範囲の
真意及び範囲から逸脱することなく、当該分野の熟練者であれば成しうるような様々な変
更および置換を包含することを意図している。
【００８３】
［実施例１］　静始動摩擦値の改善
　種々の調製済み機能液試料を製造した。それらの摩擦緩和能について、一連の湿式ブレ
ーキ又は湿式クラッチが作動しうる条件をシミュレートするように設計された静始動摩擦
台上試験にて測定した。試験を実施した装置はブレーキディスクを含むが、ブレーキディ
スクを、下記第３表に列挙する機能液試料１－１０および比較機能液Ａを含む開放油溜め
内で潤滑した。装置は更に摩擦パッドを含むが、摩擦パッドをブレーキディスクおよびブ
レーキディスクを回転させるシャフトと接触させた。各試験の間中、ブレーキディスクを
その原位置に保持しながら、摩擦パッドに一定レベルの圧力を掛け、そして電気モーター
がシャフトを駆動させて回転させた。特定の圧力レベルで、シャフトが回転し始めた後０
．２５秒以内に到達した最大抵抗トルクの読みを記録した。各圧力レベルでこのような０
．２５秒サイクルを１０回行った。１０回の最大トルク読みから平均を出して１０回平均
最大トルクとした後、圧力レベルで割って静始動摩擦値に達した。
【００８４】
　負の対照試料では、本発明のアルキルトルエンスルホネート混合物の代わりにアルキル
ベンゼンスルホネートを、機能液試料および比較液試料Ａと同じ濃度のＣａ2+を与える量
で含有させた。機能液試料および比較液試料Ａの静始動摩擦値［Ｘ］から負の対照試料の
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値［Ｙ］を引き算することにより、静始動摩擦値の増加を求めた。機能液試料１－１０お
よび比較液試料Ａは、静始動摩擦値の著しい増加を示した。
【００８５】
　種々の分枝／異性化レベルのオレフィン（第１表のオレフィンＩ－VIII）を混合して、
アルキル化剤（第２表の「混合オレフィン」）を調製した。次に、これら混合オレフィン
を用いてアルキルトルエン（第２表のＡＴ Ｉ－Ｘ）を合成した。比較パッケージＡを製
造するために、非異性化オレフィン（比較）（第１表）を用いてトルエンをアルキル化し
、ＡＴ（比較）（第２表）を生成させた。負の対照パッケージを製造するために、同じ非
異性化オレフィン（比較）（第１表）を用いてベンゼンをアルキル化し、ＡＢ（－）（第
２表）を生成させた。これらアルキル化前駆体を、前述したＳＯ3／空気薄膜スルホン化
法のような従来法によりスルホン化した。次いで、スルホン化生成物を、液にほぼ同じ量
のＣａ2+を与えるような濃度で添加剤パッケージに導入した。第２表には、添加剤パッケ
ージのその他の成分も列挙する。
【００８６】
　ＡＢ（－）からなるものおよびＡＴ（比較）からなるものも含めて、スルホン化生成物
は全て高過塩基性でＴＢＮが約３２０であった。
【００８７】
　　　　　　　　　　　第　１　表：　オレフィン
────────────────────────────────────
　 オレフィン＃　　     炭素数　　　分枝レベル　アルファオレフィン濃度
────────────────────────────────────
　オレフィンＩ　　　　２０－２４　　２０．４％　　　　１２．１％
　オレフィンII　　　　２０－２６　　５４．８％　　　　　１．６％
　オレフィンIII 　　　２０－２４　　２５．０％　　　　　１．１％
　オレフィンIV　　　　２０－２６　　２３．４％　　　　３１．９％
　オレフィンＶ　　　　２０－２４　　２１．２％　　　　　５．６％
　オレフィンVI　　　　２０－２４　　１７．５％　　　　１２．０％
　オレフィンVII 　　　２０－２６　　２０．７％　　　　１１．７％
　オレフィンVIII　　　２０－２６　　  ０　　　　　　　非異性化
　オレフィン(比較)    ２０－２４　　　０　　　　　　　非異性化
────────────────────────────────────
【００８８】
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【表１】

【００８９】
　第２表の添加剤パッケージを更に、一定の基油混合物、一種以上の粘度向上剤および一
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種以上の流動点降下剤とブレンドした。第３表に、完成機能液およびその成分を列挙する
。
【００９０】
　　　　　　　　　　第　３　表：　完成機能液の成分
────────────────────────────────────
　 機能液＃　　 添加剤パッケージ　             その他の成分
　　　　　　   （６．８５質量％）
────────────────────────────────────
 １－１０　　　 １－１０　　　　   粘度指数向上剤　　　  ４．７５質量％
 比較機能液Ａ　 比較パッケージＡ   流動点降下剤　　　　  ０．２０質量％
　　　　　　  　　　　　　　　　　 エクソンモービル
　　　　　　　　　　　　　　　　　 AP/E Core１５０Ｎ　 ５４．７０質量％
　                                 エクソンモービル
　　　　　　　　　　　　　　　　　 AP/E Core６００Ｎ　 ３３．５０質量％
────────────────────────────────────
【００９１】
　静始動摩擦値を求めた。実験のばらつきを明らかにするために、各試料または比較試料
（［Ｘ］値）を負の対照試料（［Ｙ］値）と同時に測定した。第４表に、機能液試料１－
１０および比較機能液Ａの結果を列挙する。
【００９２】
　　　　　　　　　　　　第　４　表：　試験結果
  ──────────────────────────────────
　　　試料＃　　　　 静始動摩擦　    負の対照の　     静始動摩擦値
　　　　　           値(ｍｍ3)       静始動摩擦　　　 の増加(ｍｍ3)
                     ＝［Ｘ］　  　(ｍｍ3)＝［Ｙ］　 ＝［Ｘ］－［Ｙ］
  ──────────────────────────────────
　 １　　　　　　　　１７４６３　　　１７０１０　　　　　 ４５３
　 ２　　　　　　　　１７６１７　　　１７０１０　　　　　 ６０７
　 ３　　　　　　　　１７６５３　　　１７０１０　　　　　 ６４３
　 ４　　　　　　　　１７３４０　　　１７０１０　　　　　 ３３０
　 ５　　　　　　　　１７８６９　　　１７１１０　　　　　 ７５９
　 ６　　　　　　　　１７３６４　　　１６９２４　　　　　 ４４０
　 ７　　　　　　　　１７９５１　　　１６８８１　　　　 １０７０
　 ８　　　　　　　　１６５５５　　　１５９６５　　　　　 ５９０
　 ９　　　　　　　　１６９２３　　　１５９６５　　　　　 ９５８
　 １０　　　　　　　１６６３８　　　１５９６５　　　　　 ６７３
　 比較機能液Ａ　　　１７７６６　　　１７４４１　　　　　 ３２５
  ──────────────────────────────────
【００９３】
［実施例２］　塩化物適合性
　摩擦緩和添加剤、すなわちアルキルトルエン前駆体（ＡＴ）XIから作ったアルキルトル
エンスルホネート塩、および機能液、すなわち機能液試料１１の塩化物適合性を、比較機
能液Ｂを用いて決定した。第５表に、これら試料の成分を列挙する。アルキルトルエン前
駆体（ＡＴ）XIは、分枝レベル約２０．７％、アルファオレフィン含量約１１．７％であ
った。
【００９４】
　アルキルトルエンスルホネートの代わりにアルキルベンゼンスルホネートを、Ｃａ2+同
等の量で含む負の対照液の静始動摩擦値を、機能液試料１１および比較機能液Ｂと同時に
得た。次に、この値を試料の静始動値から引き算したところ、第５表の「静始動摩擦増加
」結果になった。
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【００９５】
　機能液試料１１および比較機能液Ｂは両方とも、負の対照液よりも高い始動摩擦値を示
し、これらの液両方の摩擦特性が改善されたことを示唆した。液試料１１における塩化物
の存在によって、その液中のアルキルトルエンスルホネート塩の摩擦緩和能が実質的に低
下することはなかった。
【００９６】
　　　　　　　　　　　　　　　第　５　表
─────────────────────────────────────
　　　　　機能液試料１１　　　　　　           比較機能液Ｂ
─────────────────────────────────────
 １．８質量％　ＡＴスルホネートXI　  １．８質量％　ＡＴスルホネートXI
               （分枝２０．７％）　　　　　　　　　（分枝２０．７％）
 パッケージは任意に下記成分のうち    パッケージは機能液試料１１と同じ
 の一種以上を含んでいてもよい：*　　 任意成分を同じ濃度で含み、該成分
　                                   は下記から選ばれる一種以上であっ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 てよい：*

 ａ）酸化防止剤　          　　　　　ａ）酸化防止剤
 ｂ）耐摩耗／極圧剤　          　　　ｂ）耐摩耗／極圧剤
 ｃ）さび止め剤　          　　　　　ｃ）さび止め剤
 ｄ）清浄剤　          　　　　　　　ｄ）清浄剤
 ｅ）非アルキルトルエンスルホネート　ｅ）非アルキルトルエンスルホネート
　   摩擦緩和剤　　　　　　　　　　　    摩擦緩和剤
 ｆ）消泡剤　          　　　　　　　ｆ）消泡剤
 ｇ）分散剤　          　　　　　　　ｇ）分散剤
 ｈ）抗乳化剤　          　　　　　　ｈ）抗乳化剤
 ｉ）多機能添加剤、および　          ｉ）多機能添加剤、および
 ｊ）シール調整剤　          　　　　ｊ）シール調整剤
 Ｃｌ－ ５０ｐｐｍ　　　　　　　　　　Ｃｌ－ ０ｐｐｍ
 機能液中の他の成分　　　    　　　  機能液中の他の成分
 ａ）流動点降下剤 ０．２０質量％　　 ａ）流動点降下剤 ０．２０質量％
 ｂ）粘度指数向上剤 ４．７５質量％　 ｂ）粘度指数向上剤４．７５質量％
 ｃ）エクソンモービルAP/E CORE       ｃ）エクソンモービルAP/E CORE
　　 基油（混合） ～８８質量％　         基油（混合） ～８８質量％
─────────────────────────────────────
 静始動摩擦増加＝１３４６ｍｍ3　　　 静始動摩擦増加＝６７３ｍｍ3

─────────────────────────────────────
　*：下記は、好ましく使用できる任意成分の限定しないリストである。
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